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甲府市介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス・活動Ａ  

「いきいき買い物（生きがい）リハビリ事業」 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  高齢者が住み慣れた地域において、地域とのつながりを維持しながら自立した日常生活が継続でき

ることを目指し、介護施設での機能回復訓練のみでなく、スーパーマーケット等での買い物による歩

行運動やその導入となる軽運動を行うことで、日常生活に近い環境でのリハビリテーションを可能と

し、身体機能及び認知機能の維持・向上を図るとともに、社会参加活動の場の提供による閉じこもり

や孤立の防止、地域住民同士の関係構築・維持による地域の支え合い体制づくりの推進を図る。 

  上記目的を達成するための事業である、介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に

おける通所型サービス・活動Ａ「いきいき買い物（生きがい）リハビリ事業」を適切で効果的に実施

できる事業者等を「公募型プロポーザル」方式により優先交渉権者として選考する。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務名  

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス・活動Ａ「いきいき買い物（生きがい）

リハビリ事業」 

（２） 業務内容 

別紙「甲府市介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス・活動Ａ「いきいき買い物（生

きがい）リハビリ事業」仕様書（以下「仕様書」という。）」による。 

（３）履行期間 

   令和７年１２月１日（月）から令和８年３月３１日（火）までとする。 

   事業の開始日については、市と協議するものとする。 

（４）委託料 

仕様書による。 

 

３ 募集数 

  ２事業者までとする。 

 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）仕様書に定める業務内容の履行及び人員配置が可能な法人又は個人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当していな

い者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。また法人においては、その役員が暴力団員

でないこと。 

（４）公告の日から契約締結日までの期間に、「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」及び「甲府市建設

工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者で

ないこと。 
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（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。 

（６）公告の日以前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。また、不渡りによる

取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経過していること。 

（７）国税及び事業所等が所在する市町村の税を滞納していない者であること。 

 

５ スケジュール 

告示         令和７年１０月２４日（金） 

質問の受付      令和７年１０月２４日（金）から１０月３１日（金）午後５時まで 

質問への回答     令和７年１１月５日（水）までに順次回答 

参加申込書等の提出  令和７年１１月７日（金）午後５時まで 

現地調査       令和７年１１月初旬～１１月中旬 

審査結果通知発送   令和７年１１月下旬 

業務委託契約締結   令和７年１２月１日（月） 

 

６ 参加に係る必要書類の提出 

「４ 参加資格要件」を全て満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、次により必要書類

を提出すること。 

（１）提出期限 

令和７年１１月７日（金）午後５時まで 

（２）提出方法 

甲府市役所本庁舎２階１４番窓口（〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号）にあ

る地域包括支援課へ持参又は郵送（締切日必着の書留郵便）にて提出すること。 

持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

郵送の場合は、書類到着の確認のために地域包括支援課に必ず電話連絡すること。 

電話番号：０５５－２３７－５４８４（直通） 

（３）提出書類 

以下のとおりとし、添付書類は各様式に記載の留意事項を確認すること。 

ア 個人として応募する場合 

①公募型プロポーザル参加申込書（第１号様式） 

②事業提案書（第３号様式） 

    ③誓約書（第４号様式） 

    ④納税証明書（未納のない証明） 

イ 法人として応募する場合 

①公募型プロポーザル参加申込書（第１号様式） 

②会社概要等整理表（第２号様式） 

③事業提案書（第３号様式） 

    ④誓約書（第４号様式） 

    ⑤事業者が所在する市町村の納税証明書（未納のない証明） 

 

７ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、次のとおり提出すること。 

（１）提出期限 

令和７年１０月２４日（金）から令和７年１０月３１日（金）午後５時まで 
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（２）提出方法 

質問書（第５号様式）により、電子メールで提出すること。 

送信後に受信確認のため地域包括支援課に必ず電話連絡すること。 

メールアドレス：huktshien@city.kofu.lg.jp 

電話番号：０５５－２３７－５４８４（直通） 

（３）回答方法 

令和７年１１月５日（水）までに甲府市ホームページ上で順次掲載する。なお、質問のあった参

加申請者名は公表しない。 

（４）留意事項 

ア 本要領及び仕様書、各様式の内容以外に関する質問には回答しない。 

イ 口頭による個別対応は行わない。 

 

８ 選考 

（１）選考方法 

参加資格要件や提出書類の確認、現地調査・ヒアリングを行う。なお、現地調査の際、審査に必要

な場合、追加書類の提示を求めることがある。 

福祉部内に設置した選定委員会において、別紙優先交渉権者選考方法に基づき審査し、委託事業

者の選考を行う。 

（２）審査結果 

審査結果は各参加申請者に文書で通知する。また、甲府市ホームページに掲載する。 

（３）その他 

ア 本プロポーザルの審査に関する事項は非公開とする。 

イ 審査結果に対する異議申し立ては、受け付けない。 

 

９ 参加申請者の失格 

参加申請者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）本要領「４ 参加資格要件」を満たさなくなった場合 

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為や一連の公募手続を通じて著しく信義に反する行為があり、選定委員

会が失格と認めた場合 

（４）参加申請者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 

１０ プロポーザルの中止等 

やむを得ない理由等により、本市がプロポーザルを実施することができないと認めるときは、本プ

ロポーザルを中止する場合がある。その場合、応募に関わる全ての経費は、本市に請求できないもの

とする。 

 

１１ 辞退 

参加申請後に辞退する場合には、参加辞退届（第６号様式）を提出すること。 
 

１２ その他 

（１）応募に関わる全ての経費は、参加申請者の負担とする。 

（２）市は、提出された関係書類等の機密保持には十分配慮する。 

（３）市は、提出された事業提案書等は当該審査以外に無断で使用しない。 

（４）市は、提出された関係書類等を返却しない。 
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（５）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利となっている事業手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加申請者が負うものとす

る。 

 

１３ 連絡先 

   甲府市 福祉部 福祉支援室 地域包括支援課 地域包括支援係 

   住 所 〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号  

甲府市役所本庁舎２階１４番窓口 

   電 話 ０５５－２３７－５４８４（直通）   

電子メール huktshien@city.kofu.lg.jp 


